
 
 

 

                          事 務 連 絡 

平成 23 年４月１日 

 

 

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課  

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課( 部) 

 

 

厚生労働省保険局医療課   

 

 

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に 

関連する診療報酬の取扱いについて 

 

 

 今般、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関連する診療報酬の

取扱いについて、別添のとおり取りまとめたので、送付いたします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Ⅰ．被災地（災害救助法の適用対象市町村（東京都を除く。）をいう。以下同

じ。） 

 

問１ 日本赤十字社の救護班、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）やＪＭＡＴ（日

本医師会による災害医療チーム）などボランティアにより避難所や救護所

等で行われている診療について、保険診療として取り扱うことは可能か。

また、それら診療について一部負担金を患者から徴取してはならないか。

（答） 
  都道府県知事の要請に基づき、日本赤十字社の救護班やＤＭＡＴ、ＪＭＡ

Ｔなど、ボランティアが避難所等で行った医療に係る経費については、 
① 薬剤、治療材料等の実費 
② 救助のための輸送費や日当・旅費等の実費 

などを災害救助法の補助対象としており、これを保険診療として取り扱うこ

とはできない。したがって保険診療としての一部負担金を患者に求めること

はできない。 

 

問２ 保険医療機関の建物が全半壊等し、これに代替する仮設の建物等とし

て、臨時診療所等を設置した場合、保険診療等を行うことは可能か。 

（答） 
  保険医療機関及び保険薬局等の建物が全半壊等し、これに代替する仮設の

建物等（以下「仮設医療機関等」という。）において診療又は調剤等を行う場

合、当該仮設医療機関等と全半壊等した保険医療機関等との間に、場所的近

接性及び診療体制等から保険医療機関等としての継続性が認められる場合に

ついては、当該診療等を保険診療又は保険調剤等として取り扱って差し支え

ない。 
  この場合、代替する仮設の建物において診療、調剤等を行っている旨、速

やかに厚生局に連絡すること。 

 

問３ 被災地の保険医療機関の医師等が、各避難所等を自発的に巡回し、診療

を行った場合、保険診療として取り扱うのか。 

（答） 
  保険診療として取り扱うことはできない。（災害救助法の適用となる医療に

ついては、県市町村に費用を請求する。なお、当該費用の請求方法について

は、県市町村に確認されたい。） 

 
 



 
 

問４ 被災地の保険医療機関の医師等が各避難所等を自発的に巡回し診療を

行っている際に、訪れた避難所等において偶然、普段外来にて診療してい

る患者の診察、処方等を行った場合は、保険診療として取り扱うのか。 

（答） 
  保険診療として取り扱うことはできない。（災害救助法の適用となる医療に

ついては、県市町村に費用を請求する。なお、当該費用の請求方法について

は、県市町村に確認されたい。） 

 

問５ 避難所や救護所等において診察を受けて発行された処方せんによる調

剤は、どのような取扱いになるか。 

（答） 

保険調剤として取り扱うことはできない。（災害救助法の適用となる医療

については、県市町村に費用を請求する。なお、当該費用の請求方法につい

ては、県市町村に確認されたい。） 

 

問６ 保険診療による処方せんとはどのように区別したらよいか。 

（答） 

災害により避難所や救護所等において発行された処方せんについては、当

該処方せんに「 災 」と記されている場合もあるが、災害救助法の適用が明

らかな場合は保険診療としては取り扱われないので、処方せんの交付を受け

た場所を患者に確認するなど留意されたい。 

 

問７ 被災地の保険医療機関の医師等が、避難所に居住する疾病、傷病のため

に通院による療養が困難な患者に対して、当該患者が避難所にある程度継

続して居住している場合に、定期的な診療が必要と判断され、患者の同意

を得て継続的に避難所を訪問して診察を行った場合に、訪問診療料（歯科

診療にあっては、歯科訪問診療料）は算定できるか。 

（答） 
算定できる。 
なお、疾病、傷病から通院による療養が可能と判断される患者に対して訪

問診療料（歯科訪問診療料）は算定できない。 

 
 
 
 
 



 
 

問８ 問７において、同じ避難所等に居住する複数人に同一日に訪問診療を行

う場合、「同一建物居住者」の取扱いとするか、「同一建物居住者以外」の

取扱いとするか。同様に同じ避難所等に居住する複数人に同一日に同じ訪

問看護ステーションから訪問看護を行う場合はどうか。 

（答） 
いずれも、同一建物居住者の取扱いとする。 
なお、医科の場合にあっては、避難所等において、同一世帯の複数の患者

に診察をした場合は、「同一建物居住者」の取扱いではなく、１人目は「同一

建物居住者以外の場合」を算定し、２人目以降の患者については、初診料又

は再診料若しくは外来診療料及び特掲診療料のみを算定すること。 

 

問９ 避難所等に居住する患者であって、定期的に外来における診療を受けて

いる者からの求めに応じて、当該外来による診療を行っている被災地の保

険医療機関の医師等が避難所等に往診を行った場合、往診料は算定できる

か。 

（答） 
患者が避難所等にある程度継続して居住している場合には、避難所に居住

している患者であって、定期的に外来による診療を受けている者からの求め

があり、当該外来による診療を行っている被災地の保険医療機関の医師等が

避難所等に赴き診療を行った場合には、往診料を算定できる。ただし、２人

目以降については、往診料は算定できず、再診料の算定となる。（通常の往診

料と同じ取扱い） 

 

問１０ 被災地の保険医療機関が、災害等やむを得ない事情により、医療法上

の許可病床数を超過して入院させた場合などは、どの入院基本料、特定入

院料を算定するのか。 

（答） 
  当面の間、以下の取扱いとする。 

 
＜原則＞ 

実際に入院した病棟（病室）の入院基本料・特定入院料を算定する。 

 
＜会議室等病棟以外に入院の場合＞ 

速やかに入院すべき病棟へ入院させることを原則とするが、必要とされる

診療が行われている場合に限り、当該医療機関が届出を行っている入院基本

料のうち、当該患者が入院すべき病棟の入院基本料を算定する。 



 
 

この場合、当該患者の状態に応じてどのような診療や看護が行われている

か確認できるよう、具体的に診療録、看護記録等に記録する。 
なお、単なる避難所としての利用の場合は算定できない（災害救助法の適

用となる医療については、県市町村に費用を請求する。なお、当該費用の請

求方法については、県市町村に確認されたい。） 

 
＜医療法上、本来入院できない病棟に入院（精神病棟に精神疾患ではない患

者が入院した場合など）又は診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者

が入院（回復期リハビリテーション病棟に施設基準の要件を満たさない患者

が入院した場合など）した場合＞ 
○ 入院基本料を算定する病棟の場合  

入院した病棟の入院基本料を算定する（精神病棟に入院の場合は精神病棟

入院基本料を算定。）。 
ただし、結核病棟については、結核病棟入院基本料の注３の規定にかかわ

らず、結核病棟入院基本料を算定する。 

 
○ 特定入院料を算定する病棟の場合 

医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置に

より、算定する入院基本料を判断すること（一般病床の回復期リハビリテー

ション病棟に入院の場合は 15 対１の看護配置を求めていることから、15 対

１一般病棟入院基本料を算定。）。 

 

問１１ 被災地の保険医療機関において、被災地の他の保険医療機関が災害等

の事情により診療の継続が困難となり、当該他の保険医療機関から転院の

受け入れを行った場合に、平均在院日数はどのように算定するのか。また、

平均在院日数が入院基本料等の施設基準を超えた場合、特別入院基本料を

算定するのか。 

（答） 
医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合を含め、当該他の医療機

関から転院させた患者を含めて平均在院日数を算定する。ただし、平均在院

日数が入院基本料等の施設基準を超えた場合であっても、当面の間、特別入

院基本料の算定は行わないものとする。 

 
 
 
 



 
 

問１２ 被災地の保険医療機関において災害等やむを得ない事情により、特定

入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患

者が入院（例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーシ

ョンを要する状態ではない患者が入院した場合など）した場合に、特定入

院料等に規定する施設基準の要件についてどのように考えればよいか。 

（答） 
  被災地の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により、特定入

院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が

入院（例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを

要する状態ではない患者が入院した場合など）した場合には、当面の間、当

該患者を除いて施設基準の要件を満たすか否か判断する。 

 

問１３被災地の保険医療機関において、被災地の他の保険医療機関が災害等

の事情により診療の継続が困難となり、当該他の保険医療機関から転院の

受け入れを行った場合に入院の日はどのように取り扱うのか。 

（答） 
当面の間、他の保険医療機関が当該保険医療機関と特別の関係にあるか否

かにかかわらず、当該保険医療機関に入院した日を入院の日とする。 

 

問１４ 被災地の保険医療機関において、通常外来診察を行っている患者に訪

問診療を行った場合に、訪問診療料（歯科診療にあっては、歯科訪問診療

料）は算定できるか。 

（答） 
居宅で療養を行っており、疾病、傷病のために通院による療養が困難なも

のに対しては訪問診療料（歯科訪問診療料）を算定できるが、疾病、傷病か

ら通院による療養が可能と判断されるものに対しては、訪問診療料（歯科訪

問診療料）の算定はできない。（通常の訪問診療料等の規定のとおり） 
 

問１５ 問７、８及び１４に関し、保険薬剤師が避難所又は居宅を訪問し、薬

学的管理及び指導を行った場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できる

か。 

（答） 

問７、８及び１４における訪問診療料等の算定に係る扱いと同様である。 

 
 
 



 
 

問１６ 被災地以外の都道府県で登録した保険医が、被災地の保険医療機関で

診療を行った場合、保険請求可能か。 

（答） 
  被災地以外の都道府県で登録した保険医が被災地の保険医療機関で行った

場合には、被災地において、当該保険医が保険診療に従事する被災地の保険

医療機関から診療報酬の請求が行われることになる。 

 
Ⅱ．被災地以外 

問１７ 被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関が災害等

の事情により診療の継続が困難となり、当該被災地の保険医療機関から、

医療法上の許可病床数を超過して転院の受け入れを行った場合などに、ど

の入院基本料、特定入院料を算定するのか。 

（答） 
  当面の間、以下の取扱いとする。 

 
＜原則＞ 

実際に入院した病棟（病室）の入院基本料・特定入院料を算定する。 

 
＜医療法上、本来入院できない病棟に入院（精神病棟に精神疾患ではない患

者が入院した場合など）又は診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者

が入院（回復期リハビリテーション病棟に施設基準の要件を満たさない患者

が入院した場合など）した場合＞ 
○ 入院基本料を算定する病棟の場合  

入院した病棟の入院基本料を算定する（精神病棟に入院の場合は精神病棟

入院基本料を算定。）。 
ただし、結核病棟については、結核病棟入院基本料の注３の規定にかかわ

らず、結核病棟入院基本料を算定する。 

 
○ 特定入院料を算定する病棟の場合 

医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置に

より、算定する入院基本料を判断すること（一般病床の回復期リハビリテー

ション病棟に入院の場合は 15 対１の看護配置を求めていることから、15 対

１一般病棟入院基本料を算定。）。 

 
 
 



 
 

問１８ 被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関が災害等

の事情により診療の継続が困難となり、当該被災地の保険医療機関から医

療法上の許可病床数を超過して転院の受け入れを行った場合に、平均在院

日数はどのように算定するのか。 

（答） 
被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関が災害等の事

情により診療の継続が困難となり、当該被災地の保険医療機関から地震の発

生日以降に医療法上の許可病床数を超過するなどして転院の受け入れを行っ

た場合、当面の間、当該患者を除いて平均在院日数を算定する。 

 

問１９ 被災地以外の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情によ

り、特定入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない

状態の患者が入院（例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビ

リテーションを要する状態ではない患者が入院した場合など）した場合に、

特定入院料等に規定する施設基準の要件についてどのように考えればよい

か。 

（答） 
  被災地以外の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により、特

定入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患

者が入院（例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーショ

ンを要する状態ではない患者が入院した場合など）した場合には、当面の間、

当該患者を除いて施設基準の要件を満たすか否か判断する。 

 

問２０ 被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関が災害等

の事情により診療の継続が困難となり、当該被災地の保険医療機関から転

院の受け入れを行った場合に入院の日はどのように取り扱うのか。 

（答） 
当面の間、被災地の保険医療機関が当該被災地以外の保険医療機関と特別

の関係にあるか否かにかかわらず、当該被災地以外の保険医療機関に入院し

た日を入院の日とする。 

 
 
 
 
 
 



 
 

問２１ 被災地以外の保険医療機関において、被災地の介護施設、避難所等か

ら入所者等の受入を行った場合、入院基本料、特定入院料等は算定できる

か。 

（答） 
医学的判断に基づき入院が必要と判断された場合には算定できる。なお、

単なる避難所としての利用の場合は算定できない（災害救助法の適用となる

医療については、県市町村に費用を請求する。なお、当該費用の請求方法に

ついては、県市町村に確認されたい。） 

 
Ⅲ．その他 

問２２「有床義歯の取扱いについて」（昭和 56 年５月 29 日保険発第 44 号）

において、６カ月以内の再度の有床義歯の製作については、遠隔地への転

居のため通院が不能になった場合、急性の歯牙疾患のため喪失歯が異なっ

た場合等の特別な場合を除いて、前回有床義歯を製作してより６カ月以降

とする取扱いであるが、ここでいう特別な場合には、今般の東北地方太平

洋沖地震及び長野県北部の地震による被災に伴い有床義歯を滅失又は破損

した場合も該当するのか。 

（答） 
該当する。なお、この場合において、有床義歯を再製作するに当たって

は、診療録及び診療報酬明細書「摘要」欄に東北地方太平洋沖地震又は長

野県北部の地震による被災に伴う６カ月未満の有床義歯の再製作である旨

を記載すること。 
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